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⑬ F年 次有給休暇の計画的付与制度Jを導入しましよう。

③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休 R隈 の分散イヒにもつながります。

⊃厚生労働省 1都道府県労働局 1労 働基準監督署

年休取得促進

特設サイ ト十年次有給休暇取得促進特設サイト
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〔年次有給休 を上手に活用し

働き方・休み方を見直しましょう
年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましよう。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休日限の付与日数のうち5日を除い

た残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる

制度です。この制度の導入によつて、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとつては予

定していた活動が行いやすく、事業主にとつてtよ計画的な業務運営に役立ちます。

1)日数 付与日数から5日 を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

廻) 年次有給体暇の付与日数が10日の労働者   0年 次有給休暇の付与日数が20日の労働者

事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる                     事業主が計画的に付与できる               労働著が自由に取縛でき心

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された国数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

2)活用方法 企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

15日 5日

方式 年次有給休日限の付与の方法 適した事業場、活用事例

一斉付与方式 全従業員に対して同一の日に付与 製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

交替制付与方式 班・グループ別に交替で付与 流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

個人別付与方式 個人別に付与 年次有給休日限付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例 (個人別付与方式の場合)

OO株式会社とOO労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。

1 当社の従業員が有するOOOO年 度の年次有給休暇(以下「年体」という。)のうち5日を超える部分につしヽては、6日を限度として計画的に付与するものとする。

なお、その有する年体の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有総休暇を与える。

2 年体の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。

前期=4月～9月 の間で3日間 後期=10月～翌年3月の間で3日間

3 各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。

4 各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。

5 各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の体暇日を調整し、決定する。

6 業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。

OOOOttO月 ○日                                           ○○株式会社 代表取締役 OOOO
OO労働組合 執行委員長 OOOO

「一斉付与方式」「交替制付与方式」に関する労使協定の例は

F年次有給休暇取得促進特設サイト』をご確認ください >
年休取得促進

特設サイ ト

年5日 の年次有給休「限を確実に取得しましよう。
全ての企業において、年 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、

年次有給休暇の日数のうち年5日 については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

労使協定によつて時間単位の年次有給休Ⅱ限の活用もできます。
年次有給休暇の付与は原則 1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。

労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
※分単位など時間未満の単位での取得は認められません。また、時間単位の年次有給休 R限の取得

/刀＼については、確実な取得が必要な 5日 間から差 し引くことはできません。


